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健康保険における被扶養者認定基準（１９歳以上２３歳未満の収入要件）の変更について（通知） 

 

 

 令和７年１０月１日から地方公務員等共済組合法運用方針の一部改正により、被扶養者が１９歳以

上２３歳未満である場合の収入に係る認定要件が変更となりましたので、貴所属組合員へ周知をお願い

します。なお、本通知は、組合員の扶養親族がいずれの健康保険に加入するかを判断するに当たり重要

な内容です。確実に周知がされるよう、イントラネットを業務で利用しない組合員には本通知を印刷し

て紙で回覧を行う等の御配慮をお願いします。   

 

 １ 年間収入に係る認定要件が変更となる認定対象者  

その年の１２月３１日現在の年齢（※）が１９歳以上２３歳未満である者（組合員の配偶者を除く）

【別紙】「１９歳以上２３歳未満の被扶養者認定 対象早見表」参照  

※ 民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算されますので、御

留意ください。  

例）誕生日が１月１日である者は前日の１２月３１日において年齢が加算されます。  

 

２ 変更内容  

認定対象者が１９歳以上２３歳未満である場合における収入要件は次の通りです。  

 

変更後：年間収入１５０万円未満 （月額１２５千円未満、日額４，１１０円以下） 

変更前：年間収入１３０万円未満 （月額１０８千円以下、日額３，５６１円以下） 

※恒常的な収入の考え方等、他の要件については変更ありません。  

 

◎変更前（令和７年９月３０日まで） 

認定対象者 収入基準額 

年額 月額 日額 

６０歳以上 １８０万未満  １５万未満 ４，９３１円以下 

６０歳未満 障害年金受給要件に該当

する者 

１８０万未満  １５万未満 ４，９３１円以下 

上記以外 １３０万未満  １０８千円以下 ３，５６１円以下 

 



◎変更後（令和７年１０月１日から） 

認定対象者 収入基準額 

年額 月額 日額 

６０歳以上 １８０万未満  １５万未満 ４，９３１円以下 

６

０

歳

未

満 

障害年金受給要件に該当する者 １８０万未満  １５万未満 ４，９３１円以下 

19 歳以上 23 歳未満(その年の 

12 月 31 日時点)※配偶者を除く 

１５０万未満  １２５千円未満 ４，１０９円以下 

上記以外 １３０万未満  １０８千円以下 ３，５６１円以下 

 

３ 適用年月日  

令和７年１０月１日  

※事由発生日が令和７年１０月１日以降となる共済扶養認定申請について、基準変更後の内容で審 

査します。 

 

４ 収入要件変更に伴う手続きについて 

  上記の収入要件変更に伴い、令和７年１２月３１日現在の年齢が１９歳以上２３歳未満であり、か

つ基準変更後の収入要件を満たす者を新たに被扶養者とする場合（扶養に入れる）は、事由発生日か

ら３０日以内に、イントラネットシステムでの申請手続きを行ってください（詳細は、２０２５職員

共済組合ガイド」２４～２８ページ参照）。 

※１ 令和７年１０月１日現在，既に被扶養者に認定されている場合は，改めての手続きは不要です。 

※２ 基準変更に伴い手続きが必要な方は，勤務先での健康保険への加入要件（例：週 20 時間以上

勤務）を満たさないため国民健康保険に加入していて，かつ，収入基準額（130 万円未満）を超

えているため被扶養者の認定がされていない家族などに限られます。 

※３ 年齢が２３歳になる年に収入限度額が上記のとおり変動しますので、被扶養者の収入について

は随時確認するとともに、収入限度額を超える場合には、扶養から外す手続きを行ってください。 

 

５ 認定基準変更の背景 

  近年の人手不足問題に対する就業調整対応のため，令和７年度税制改正によって，19 歳以上 23 歳

未満の親族を扶養する場合の特定扶養控除の見直しがなされたことへの整合性を図る観点から，こ

れと同趣旨で被扶養者認定基準も変更されるものです。 

 

６ その他 

  本通知は、グルかわライブラリ及び川崎市職員共済組合ホームページ（お知らせ）に掲載していま 

す。 

 ※ グルかわライブラリ＞総務企画局＞人事部＞共済課＞その他（マニュアル等） 

 

                                川崎市職員共済組合保険係 

                                044-200-3467（内線 56332） 
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